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在宅医療専門部会の開催状況 

【第一回開催（書面開催）】 

１ 日時  令和７年６月 26 日(木) 

２ 内容  「村山地域入退院支援の手引き」修正案に係る意見聴取 

 

【第二回開催（書面開催）】 

１ 日時  令和７年９月 30 日(火) 

２ 内容  「村山地域入退院支援の手引き」改訂版の承認について 

 

【第三回開催（Microsoft Teams によるオンライン開催）】 

１ 日時  令和８年２月９日（月）午後３時～午後４時 10 分 

２ 内容 

（１）令和７年度地域在宅医療推進事業の実施報告について 

① 総合支庁直接事業 

➢  看取りの普及啓発事業として「医療・介護関係者のための ACP 研修会」の開催 

➢  入退院調整ルール推進事業 

・ 「村山地域入退院支援の手引き」の改訂及び普及啓発 

・ 「医療と介護の連携推進のための情報交換会」の開催 

 

（２）令和８年度地域在宅医療推進事業の実施計画について 

① 総合支庁直接事業 

➢  看取りの普及啓発事業として「医療・介護関係者のための ACP 研修会」の開催 

➢  入退院調整ルール推進事業 

・ 「村山地域入退院支援の手引き」の点検・更新及び普及啓発 

・ 「医療と介護の連携推進のための情報交換会」の開催 

 

② 関係団体への補助事業：６団体より事業の実施要望あり 

➢  山形県栄養士会 

：在宅訪問を行うための人材育成を実施し、実際の訪問実績をモデル事業から

医療福祉連携へ進めていく。そして、各関係機関と多職種での連携構築を図る

ため、管理栄養士・栄養士・医療福祉関連多職種、介護者等を対象に、研修会

等を実施。 
➢  山形県理学療法士会 

：在宅医療に取り組む関係者の人材育成および資質の向上のため、リハビリテ

ーション専門職及び在宅医療提供関係者を対象に、循環器疾患パンデミックに

対する在宅支援及び口腔機能と在宅リハビリテーションに関する研修会等を

実施。 

資料１ 
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�  西村山地区歯科医師会 

：多職種連携の向上、訪問歯科診療に携わる歯科医師の増加、口腔ケアに携わ

る病院･介護施設職員の増加、在宅でのオーラルフレイルの予防向上を目的と

し、病院スタッフ、歯科医師、介護施設職員等地域保健に携わる方を対象に、

研修会・講演会を実施。 

➢  山形県看護協会 

：在宅療養の継続に向け支援者の質の向上と多職種連携の強化のため、在宅療

養支援に関わる医療福祉関係者を対象に、人材育成セミナーの実施や多職種に

よる意見交換会を実施。 

➢  山形県医師会 

：小児から高齢者までの在宅療養患者の急変時の対応と救急搬送の現状、救急

医療情報の共有、看取り、医療・介護・障害者・教育施設間の連携について理

解を深める。また医学生や看護学生にシンポジウム参加を求めることで、将来

的に県内の在宅医療に従事する医療職の増員を目指すため、県民、医療介護従

事者、学生等を対象に、公開講座としてシンポジウムを開催。 

➢  山形県介護支援専門員協会 

：介護支援専門員の資質向上と多職種連携の強化、地域医療介護ネットワーク

の構築のため、医療福祉従事者、地域包括支援センター職員、介護支援専門員

を対象に研修会を開催。 

 

（３）その他 

・ かかりつけ医機能報告に係る協議の場の設置について 

 

【主な意見】 

○なし 

【その他意見】 

○医療的ケア児等小児を含む 65歳未満のケアマネジメントを行う相談支援専門員の在

宅医療専門部会への委員追加を要望。（介護支援専門員協会） 
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病床機能調整ワーキングの開催状況 

 

１ 日  時  令和８年２月 18 日（水）午後３時から午後５時５分 

２ 開催方法  WEB 会議 

３ 出 席 者  村山管内２５病院のうち、２４病院が出席 

４ 内  容 

（１）講演「新たな地域医療構想と村山地域の課題」 

講師：山形大学大学院 医学系研究科 医療政策学講座 教授 村上 正泰 氏 

【講演概要】 

○ 2040 年をターゲットにした「新たな地域医療構想」について、厚生労働省の検討会で

の議論の状況等を解説し、ポイントを以下のとおり提示。 

・ 従来の「回復期」がサブアキュート機能も含めた「包括期」に変更 

・ 従来の「病棟ごとの病床機能」から「医療機関全体としての医療機関機能」を新設。 

・ 医療機関機能として「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「急性期

拠点機能」「専門等機能」の４機能を設定。 

〇 村山地域の現状分析と将来推計として、地域別人口推移、医療・介護需要量の将来推

計、医療提供状況の地域差、入院患者の将来推計等を提示。 

〇 「急性期拠点機能の基幹病院への集約化と基幹病院の役割分担」「サブアキュート患者

受入れも含めた包括期機能の確保」「在宅や介護施設での急変時対応を含めた医療的対応

力の向上」等を今後の課題として提言。 

 

（２）協議 

① 地域医療構想の検証等 

② 地域医療構想の推進に関する意向調査（R7.10 月） 

【説明概要】 

○ 地域医療構想の推進に関する各医療機関の対応方針は地域医療構想調整会議での合意

を得て策定する必要があり、県では、医療機関に「地域医療構想の推進に関する意向調

査」を実施し、取りまとめた結果をもって対応方針として策定。 

○ 今年度改めて実施した意向調査の結果に基づき、本ワーキングにおいて、対応方針の

変更内容や地域医療構想の進捗状況を検証するとともに、地域医療構想との整合性が 

図られているか協議。 

○ 村山地域の病床数は、地域医療構想における必要病床数の推計値に年々近づく方向で

推移しているが、急性期病床は 670 床ほど過剰、回復期病床は 370 床ほど不足、全体と

して 470 床ほど過剰となる見込み。 

○ 西村山地域の医療提供体制については、「山形県立河北病院及び寒河江市立病院の統合

再編・新病院整備に関する協議会」において提示された基本計画（案）によると、統合

後は病床数が削減される見込み。 

○ 引き続き医療機能の分化・連携の取組などを進めていくとともに、西村山地域の議論

の内容等も踏まえて、地域医療構想との検証を今後も実施。 

資料２ 
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【主な意見】 

○ 季節変動への対応や救急患者の入院受入れのため、特に急性期病院において、病床数

にある程度余裕を持っておくことが必要。 

○ 急性期病院からの下り搬送に関して、一部の病院間では契約を締結するなど取組みが

進んでいる。救急患者の受入れ等の機能を維持していくため、地域内で患者の下り搬送

等の仕組みづくりを考えていかなくてはいけない。 

〇 病床数が減ると常勤医師も減ってくるが、常勤医師がある程度いないと救急が成り立

たない。 

〇 看護師（特に夜勤可能な看護師）が減ってきており、病床の効率化（削減）も検討し

なくてはいけない。休棟・休床を解消するには看護師等人員の確保が必要。 

 

【協議の結果】 

○ 必要病床数との間には依然として乖離があるが、今後もワーキングや地域医療構想調

整会議を通じて議論を進め、乖離の縮小を図っていくこととし、各医療機関の対応方針

である「地域医療構想の推進に関する意向調査」の結果については、地域医療構想との

整合性が図られており、今後は、来年度以降検討が始まる新たな地域医療構想が策定さ

れるまでの間、これまでと同様に対応方針 100％実施を目指して、各医療機関の取組み

を進めることとした。 
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※病床利用率については、

No 医療機関名
一般病床
（許可）

療養病床
（許可）

許可病床
合計

在棟患者
延べ数(年間)

病床利用率※
(R5.4.1～R6.3.31)

1 国立大学法人山形大学医学部附属病院 601 0 601 170,057 77.3%

2 山形県立中央病院 607 0 607 146,132 65.8%

3 山形県立こども医療療育センター 60 0 60 11,841 53.9%

4 山形市立病院済生館 528 0 528 139,104 72.0%

5 天童市民病院 54 30 84 27,939 90.9%

6 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 459 0 459 122,666 73.0%

7 公立学校共済組合東北中央病院 252 0 252 66,667 72.3%

8 医療法人篠田好生会篠田総合病院 223 160 383 93,179 66.5%

9 医療法人横山厚生会横山病院 30 0 30 5,563 50.7%

10 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 64 0 64 15,966 68.2%

11 社会医療法人松柏会至誠堂総合病院 199 0 199 71,336 97.9%

12 医療法人社団小白川至誠堂病院 46 99 145 44,337 83.5%

13 矢吹病院 40 0 40 7,582 51.8%

14 吉岡病院 78 48 126 39,451 85.5%

15 みゆき会病院 93 90 183 61,271 91.5%

16 井出眼科病院 26 0 26 7,233 76.0%

17 独立行政法人国立病院機構山形病院 300 0 300 106,226 96.7%

18 山形県立河北病院 130 0 130 24,664 51.8%

19 寒河江市立病院 56 42 98 29,103 81.1%

20 朝日町立病院 50 0 50 6,836 37.4%

21 西川町立病院 43 0 43 3,412 21.7%

22 北村山公立病院 300 0 300 75,195 68.5%

23 医療法人財団　明理会　山形ロイヤル病院 0 322 322 115,359 97.9%

24 山形徳洲会病院 193 90 283 66,748 64.4%

25 医療法人敬愛会 尾花沢病院 0 26 26 9,459 99.4%

計 4,432 907 5,339 1,467,326 75.1%

病院の病床利用率の状況（令和６年度病床機能報告、R5.4.1～R6.3.31）

　　で機械的に算出。
在棟患者延べ数

許可病床数×366日
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西村山新病院における病床機能の再編について 

 

１ 病床機能の再編について 

  西村山新病院は、西村山地域の医療提供体制の再構築を図るため、山形県立河北病院

と寒河江市立病院を統合再編し、地域で中核的な役割を果たすことができる新たな病院

を整備することを目的としている。 

＜病床機能再編＞                    ※令和13年中再編予定 

病床機能 

現病院 再編後 

増減 県立河北病院 寒河江市立病院 病床数 

計 

西村山新病院 

病棟数 病床数 病棟数 病床数 病棟数 病床数 

急性期病床 １ 60 １ 56 116 １ 50 ▲66 

回復期病床 １ 70 １ 35 105 ２ 90 ▲15 

慢性期病床 ０ ０ － ７ ７ ０ ０ 皆減 

感染症病床 - ６ ０ ０ ６ ０ ０ 皆減 

合 計 ２ 136 ２ 98 234 ３ 140 ▲94 

※ 現病院の病床数は許可病床数となっている。 

 

２ 山形県病床機能分化連携施設・設備整備費等補助金の活用について 

⑴  概 要 

   同病院は、上記の病床機能再編にあたり、地域医療介護総合確保基金を財源とした

「山形県病床機能分化連携施設・設備整備費等補助金」を活用する予定である。 

 

 ⑵ 山形県病床機能分化連携施設・設備整備費等補助金について 

   病院内や地域医療連携推進法人を含む同一法人の病院間において、地域の実情に応

じた地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化及び連携の推進に資するものとして、

地域医療構想調整会議等での合意を得たうえで実施される施設・設備整備事業につい

て、補助金を支給するもの。（主に急性期病床から回復期病床への機能転換や回復期機

能の充実に伴う急性期病床の適正化、複数病院の再編統合に伴う整備事業が対象。） 

 

 ⑶ 病床機能の再編が地域医療構想に資すると考えられる理由 

山形県地域医療構想（村山構想区域）では、下記のとおり病床数の削減及び急性期か

ら回復期への機能転換が求められており、同病院の計画は、こうした地域医療構想の方

向性に沿うものであると考えられる。 

・ 西村山地域や北村山地域の基幹病院においては、山形市への高速道路等のアクセス

も考慮したうえで、山形市内の三次医療機関や基幹病院との連携体制を強化し、地

域に必要な診療機能に重点化を図ったうえで、病床規模の適正化を進めていくこと。 

・ 西村山地域や北村山地域の非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する病院にお

いては、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟など回復期機能への転

換や充実、病床規模の適正化を進めていくこと。 

資料５－１ 
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R1
3

R1
4

R1
5

R1
6

R1
7

医
業

収
益

3,
00

6
3,

01
1

3,
00

6
3,

00
6

3,
00

6
医

業
外

収
益

1,
07

1
1,

44
2

1,
58

8
1,

77
5

1,
93

5
医

業
費

用
4,

37
5

4,
37

7
4,

37
5

4,
37

5
4,

37
5

医
業

外
費

用
44

5
45

4
45

1
44

6
44

8
医

業
損

益
▲

1,
36

9
▲

1,
36

6
▲

1,
36

9
▲

1,
36

9
▲

1,
36

9
経

常
損

益
▲

74
4

▲
37

8
▲

23
2

▲
39

11
9

勘
定

科
目

収 益 費 用 損 益

各
部

門
の

概
要

（
17

部
門

の
うち

一
部

抜
粋

）

〔入
院

部
門

〕
・無

償
個

室
を基

本
とし

、ト
イレ

付
き

有
償

個
室

7〜
8床

を整
備

・病
棟

内
を

⾒
渡

しや
す

い
位

置
に

ス
タッ

フス
テ

ー
シ

ョン
を

配
置

・カ
メラ

や
IC

カー
ドを

用
い

た
⼊

棟
管

理
等

に
より

セ
キ

ュリ
テ

ィを
確

保
〔外

来
部

門
〕

・中
央

受
付

の
ほ

か
複

数
診

療
科

ご
との

ブ
ロッ

ク受
付

を
配

置
・採

血
室

や
点

滴
室

は
そ

れ
ぞ

れ
中

央
集

約
化

〔救
急

部
門

〕
・２

名
対

応
可

能
な

初
療

室
、救

急
病

床
２

床
を

整
備

・専
用

の
⼊

口
か

らア
クセ

ス
で

き
る

感
染

症
対

応
診

察
室

を整
備

〔手
術

部
門

〕
・⼗

分
な

広
さと

⾼
い

清
浄

度
の

⼿
術

室
２

室
を

整
備

し、
⼈

⼯
関

節
置

換
術

に
も

対
応

〔放
射

線
部

門
〕

・C
T・

M
RI

・マ
ンモ

グ
ラフ

ィー
等

の
画

像
診

断
機

器
を

整
備

〔リ
ハ

ビリ
テ

ー
シ

ョン
部

門
〕

・脳
血

管
疾

患
・運

動
器

・呼
吸

器
・が

ん
等

の
疾

患
別

リハ
に

対
応

・リ
ハ

室
の

ほ
か

屋
外

や
病

棟
に

もリ
ハ

用
ス

ペ
ー

ス
を

配
置

〔栄
養

部
門

〕
・給

食
方

式
とし

て
クッ

クサ
ー

ブ
・院

内
ニ

ュー
クッ

クチ
ル

の
併

用
を

想
定

した
厨

房
を

整
備

〔地
域

連
携

部
門

・在
宅

医
療

部
門

〕
・「

患
者

総
合

支
援

セ
ンタ

ー
」を

設
置

し、
患

者
をワ

ンス
トッ

プで
支

援
・患

者
相

談
の

ほ
か

、地
域

連
携

と在
宅

医
療

、⼊
退

院
支

援
、病

床
管

理
の

各
機

能
を

集
約

・在
宅

医
療

部
門

は
訪

問
診

療
の

ほ
か

、必
要

に
応

じ
て

訪
問

看
護

、訪
問

リハ
、訪

問
栄

養
指

導
を実

施
〔管

理
部

門
〕

・各
部

門
ス

タッ
フ共

用
諸

室
（

更
⾐

室
・当

直
室

・休
憩

室
等

）
は

原
則

中
央

集
約

化

県
⽴

河
北

病
院

及
び

寒
河

江
市

⽴
病

院
の

統
合

再
編

・新
病

院
整

備
基

本
計

画
（

案
）

《概
要

》
第

１
章

．
全

体
計

画
（

全
体

版
１

⾴
〜

）
基

本
理

念
及

び
役

割
・機

能
の

イ
メ

ー
ジ

時
代

とと
も

に
変

化
す

る
医

療
ニ

ー
ズ

に
応

え
な

が
ら、

住
⺠

の
健

康
と安

⼼
を

守
り⽀

え
る

地
域

に
根

差
した

持
続

可
能

な
病

院

第
４

章
．

施
設

整
備

計
画

（
全

体
版

34
⾴

〜
）

施
設

整
備

方
針

等
●

環
境

負
荷

低
減

等
に

対
応

す
る

「Z
EB

 O
ri

en
te

d」
基

準
達

成
の

目
標

を
設

定
。

●
耐

震
構

造
の

採
用

を
検

討
(⼈

命
の

安
全

確
保

に
加

え
⼗

分
な

機
能

確
保

を図
る

)。

建
設

予
定

地
及

び
敷

地
利

用
●

客
観

的
評

価
基

準
に

基
づ

き
７

つ
の

候
補

地
か

ら建
設

予
定

地
１

か
所

を
決

定
。

●
建

物
の

配
置

等
の

具
体

的
な

内
容

は
次

年
度

以
降

の
設

計
段

階
に

お
い

て
検

討
。

第
５

章
．

整
備

事
業

計
画

（
全

体
版

39
⾴

〜
）

事
業

費
●

整
備

事
業

費
は

総
額

16
0億

円
程

度
を

⾒
込

む
（

設
計

段
階

等
に

お
い

て
更

に
精

査
）

。

事
業

ス
ケ

ジ
ュー

ル
等

●
従

来
方

式
の

整
備

⼿
法

を
採

用
し、

設
計

と施
工

を
分

割
発

注
（

主
に

コス
ト変

動
リス

クに
配

慮
）

。
●

R８
年

度
に

設
計

に
着

⼿
（

県
が

発
注

）
、建

設
⼯

事
（

運
営

⺟
体

が
発

注
）

を経
て

、令
和

13
年

中
の

開
院

を
目

指
す

。

収
⽀

シ
ミュ

レー
シ

ョン
●

試
算

の
結

果
、経

常
収

⽀
は

開
院

５
年

目
に

⿊
字

を⾒
込

む
。

●
収

益
及

び
費

用
は

、現
２

病
院

の
実

績
等

か
ら設

定
。※

第
６

章
．

運
営

の
概

要
（

全
体

版
42

⾴
〜

）
運

営
⺟

体
（

構
成

⾃
治

体
及

び
運

営
形

態
）

財
政

負
担

⼈
員

移
⾏

等
計

画
●

現
２

病
院

か
らの

職
員

の
移

⾏
を

基
本

とし
、具

体
的

な
移

⾏
⼿

順
・⼿

続
き

等
は

次
年

度
以

降
、構

成
⾃

治
体

間
で

協
議

。

出
典

︓
国

⼟
地

理
院

撮
影

の
空

中
写

真
（

令
和

元
年

撮
影

）
を

加
⼯

診
療

科
構

成
、病

床
数

、病
棟

構
成

第
３

章
．

部
門

横
断

計
画

（
全

体
版

32
⾴

〜
）

第
２

章
．

部
門

別
計

画
（

全
体

版
６

⾴
〜

）

病
床

数
一

般
病

床
14

0床
（

全
室

個
室

。病
床

数
は

将
来

の
⼈

口
減

少
を

踏
まえ

適
正

規
模

を
精

査
）

病
棟

数
３

病
棟

構
成

︓
急

性
期

一
般

病
棟

50
床

×
１

病
棟

+
 地

域
包

括
ケ

ア病
棟

45
床

×
２

病
棟

診
療

科
数

16
診

療
科

︓
内

科
、脳

神
経

内
科

、疼
痛

緩
和

内
科

、⼩
児

科
、外

科
、整

形
外

科
、脳

神
経

外
科

、⽪
膚

科
、泌

尿
器

科
、産

婦
⼈

科
、眼

科
、⽿

⿐
咽

喉
科

、リ
ハ

ビリ
テ

ー
シ

ョン
科

、放
射

線
科

、⿇
酔

科
、救

急
科

※

●
病

室
は

全
室

を
個

室
化

（
東

北
地

方
の

公
⽴

病
院

で
初

）
し、

よ
り良

い
療

養
環

境
を提

供
。

●
診

療
科

構
成

は
現

２
病

院
の

現
状

を基
本

とし
、今

後
の

医
師

配
置

・医
師

確
保

の
状

況
等

を
踏

ま
え

必
要

に
応

じて
⾒

直
し。

建
設

予
定

地
現

寒
河

江
市

⽴
陵

東
中

学
校

敷
地

（
寒

河
江

市
⼤

字
⻄

根
字

下
堰

）
敷

地
面

積
29

,9
05

㎡
（

周
辺

市
道

の
拡

張
後

は
約

29
,0

00
㎡

）

敷
地

利
用

等

・延
床

面
積

12
,6

00
㎡

（
１

床
当

た
り9

0㎡
）

・駐
⾞

場
48

0台
分

以
上

を確
保

（
来

院
者

・職
員

用
含

め
）

・路
線

バ
ス

が
乗

り⼊
れ

で
き

る
転

回
ス

ペ
ー

ス
・乗

降
場

等
を

確
保

・来
院

者
・救

急
・職

員
等

の
⾞

両
動

線
を分

離
・交

通
混

雑
緩

和
の

た
め

周
辺

市
道

の
改

良
を予

定

●
部

門
に

共
通

す
る「

シ
ス

テ
ム

」「
機

器
」「

委
託

」の
業

務
に

つ
い

て
、次

の
基

本
方

針
に

基
づ

き
、次

年
度

以
降

導
⼊

準
備

に
着

⼿
。

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

医
療

機
器

業
務

委
託

・ノ
ン

カス
タマ

イズ
導

⼊
に

よ
る効

率
的

整
備

・医
療

DX
・セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
の

推
進

等
・⼤

型
機

器
以

外
は

「移
設

」で
費

用
抑

制
・稼

働
率

向
上

に
向

け
た

取
組

の
推

進
等

・現
病

院
の

委
託

業
務

範
囲

を整
理

・評
価

・⺠
間

ノウ
ハ

ウの
積

極
的

活
用

等

構
成

⾃
治

体
山

形
県

、寒
河

江
市

運
営

形
態

一
部

事
務

組
合

（
地

方
公

営
企

業
法

の
全

部
適

用
）

設
⽴

時
期

・開
院

準
備

の
た

め
、R

10
年

度
当

初
に

同
法

一
部

適
用

の
一

部
事

務
組

合
を設

⽴
・開

院
に

合
わ

せ
て

全
部

適
用

に
移

⾏

⼈
員

移
⾏

等
の

基
本

的
な

考
え

方

・現
２

病
院

に
勤

務
す

る
職

員
の

新
病

院
開

院
時

の
移

⾏
を

基
本

（
希

望
者

を
選

考
に

よ
り採

用
す

る
こと

を
想

定
）

・不
⾜

す
る

⼈
員

が
あ

る
場

合
に

は
、構

成
⾃

治
体

か
ら職

員
派

遣
・新

規
採

用
職

員
の

確
保

状
況

に
応

じて
、職

員
派

遣
は

縮
⼩

●
17

部
門

ご
とに

「基
本

方
針

」「
運

用
計

画
」の

ほ
か

、施
設

計
画

（
次

年
度

以
降

の
設

計
の

た
め

の
与

条
件

）
を整

理
。

●
連

携
す

る
部

門
同

⼠
は

近
接

・隣
接

させ
、患

者
・職

員
・物

品
の

動
線

に
配

慮
した

上
で

、可
能

な
限

り諸
室

を
集

約
化

・共
用

化
。

●
⾃

治
体

が
病

院
経

営
や

⼈
材

確
保

に
直

接
的

に
関

与
で

き
る

こと
か

ら、
運

営
形

態
とし

て
一

部
事

務
組

合
を

採
用

。

・用
地

取
得

費
9.

3　
 ・

什
器

備
品

費
1.

4 
・建

設
⼯

事
費

11
9.

7　
 ・

移
転

費
0.

5 
・設

計
・⼯

事
監

理
費

6.
0　

 ・
開

院
準

備
関

係
費

1.
7 

・医
療

機
器

整
備

費
11

.2
　

・シ
ス

テ
ム

整
備

費
7.

0　
　合

計
15

6.
8 

費
用

区
分

・概
算

費
用

（
億

円
）

●
新

病
院

の
整

備
・運

営
に

か
か

る
経

費
や

出
資

⾦
、開

院
準

備
関

係
費

等
を

、県
と寒

河
江

市
が

一
定

の
割

合
で

負
担

。
●

負
担

対
象

とす
る

経
費

の
範

囲
及

び
負

担
額

の
積

算
方

法
等

の
詳

細
は

、両
者

に
お

い
て

別
途

協
議

。

財
政

負
担

割
合

山
形

県
65

％
︓

寒
河

江
市

35
％

（
百

万
円

）

※
R1

3は
仮

に
１

年
分

の
収

支
とし

て
い

る

※
「総

合
診

療
科

」は
今

後
医

療
法

等
改

正
に

よ
り標

榜
診

療
科

に
認

め
られ

た
場

合
に

標
榜
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篠田総合病院における病床機能の再編について 

 

１ 病床機能の再編について 

  篠田総合病院は、今後の医療需要等を見据え、急性期病棟の1病棟54床を地域包括ケア

病棟54床に転換する予定である。 

 

＜病床機能再編＞             ※令和８年４月頃再編予定 

病床機能 
現 在 再編後（R8.4月頃） 

増 減 
病棟数 病床数 病棟数 病床数 

急性期病床 ２ １１２ １ ５８ ▲５４ 

回復期病床 ２ １０８ ３ １６２ ５４ 

慢性期病床 ２ １１０ ２ １１０  

休床 １ ５０ １ ５０  

合 計 ７ ３８０ ７ ３８０  

 ※病床数は許可病床数 

 

２ 山形県病床機能分化連携施設・設備整備費等補助金の活用について 

 ⑴ 概 要 

   同病院は、上記病床転換にあたり、地域医療介護総合確保基金を財源とした「山形

県病床機能分化連携施設・設備整備費等補助金」を活用する予定である。 

 

 ⑵ 山形県病床機能分化連携施設・設備整備費等補助金について 

   病院内や地域医療連携推進法人を含む同一法人の病院間において、地域の実情に応

じた地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化及び連携の推進に資するものとして、

地域医療構想調整会議等での合意を得たうえで実施される施設・設備整備事業につい

て、補助金を支給するもの。（主に急性期病床から回復期病床への機能転換や回復期機

能の充実に伴う急性期病床の適正化、複数病院の再編統合に伴う整備事業が対象。） 

 

 ⑶ 病床機能の再編が地域医療構想に資すると考えられる理由 

山形県地域医療構想（村山構想区域）では、急性期から回復期への機能転換を進め、

将来の医療需要に対応することが求められている。 

同病院の計画は、急性期から回復期へ病床機能を転換し、以下のとおり将来の医療

需要に対応するものであることから、地域医療構想の方向性に沿うものであると考え

られる。 

・急性期患者の減少に伴い過剰が続く急性期病床を見直し、今後増加が見込まれる85

歳以上高齢者の医療・介護の複合ニーズに対応する回復期機能を強化するものであ

ること。 

・地域包括ケア病棟へ転換し、ポストアキュート及びサブアキュート機能、在宅復帰

支援機能を一体的に充実させ、急性期から在宅までの円滑な連携体制を構築するも

のであること。 

資料５－２ 
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山形県村山構想区域

篠田総合病院　(医療法人　篠田好生会)

山形県山形市桜町２番68号

■開設主体：医療法人　篠田好生会
■許可病床数：３８０床
■標榜診療科：内科・精神科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科　小児科・外科・整形外科・脳神
経外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・放射線科・歯科
口腔外科・麻酔科・形成外科

〇地域全体として、団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向けて高齢者の医療需要が増加すること
が想定されていた。現在、2040年頃に向けて、医療・介護の複合ニーズ等を抱える85歳以上の高齢者の
増加、人材確保の制約、地域差の拡大が想定されている。
〇当院は、山形駅前に位置し急性期・回復期・維持期の中規模ケアミックス病院として患者さんの状態に
合わせた切れ目のない医療サービスが提供できる医療機関を目指してきた。
　近年では、地域完結型医療体制の一翼を担うべく回復期機能の強化として回復期リハビリテーション病
棟を含めたリハビリテーションの機能を拡充してきた。地域連携パス等を使用した脳疾患や骨折、廃用の
患者さんを基幹病院から多く受入れて在宅復帰を含めた退院支援を担ってきた。また、40個所以上の介
護施設と協力医療機関の契約を結び超高齢者の急性増悪時等の医療ニーズへの対応も一定程度担っ
てきている。
〇地域全体として、急性期患者の減少がみこまれており伴って急性期病床の過剰が依然として続いてい
る。

○令和８年３月：村山地区地域医療構想調整会議に病床転換の提案し了承されれば、令和８年４月以降
の施設基準を満たしたタイミングで急性期病棟の1病棟54床を地域包括ケア病棟54床に転換予定（直近
で令和８年４月を予定）。

〇令和7年度の村山地域保健医療協議会　病床機能調整ワーキングにおいても、回復期病床とされる回
復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟の算定実績が少ない点と、在宅・介護施設等からの急
性増悪の受入について、誤嚥性肺炎などの患者も急性期一般入院料1に集約される傾向が見られる旨の
報告があった。

〇地域包括ケア病棟に転換することにより、地域包括ケア病棟の４つの機能である
① ポストアキュート機能   ：   高度急性期や急性期からの受け入れ(救急患者連携搬送いわゆる下り搬
送を含めた）
② サブアキュート機能   ：   在宅・施設等からの緊急時の受け入れ(協力医療機関との連携充実）
③ その他の周辺機能（予定入院）   ：   短期予定入院（教育入院等）
               〃            （予定外入院） ：   軽度悪化した軽症の緊急入院
④ 在宅・生活復帰支援機能   ：   心身の機能回復と生活環境の見直し
の有機的な連携の充実を図り、村山二次医療圏における新たな地域医療構想の実現に向けて貢献して
いけるものと考えています。

〇前段の地域の状況でお示しした過剰となっている急性期病床を削減し、必要とされる回復期病床の拡
充を行うものである。

計画完了日までの病床転換
の変遷

病床転換のスケジュール

病床の転換が地域医療構想
の達成に必要（地域医療構
想に資する）と考えられる理
由

（病床の転換等を実施するこ
とで、医療機関の圏域におけ
る役割、他医療機関との機
能分担や連携のあり方等が
どう変わるかを踏まえ、具体
的に記入）

病床機能再編計画書
（地域医療構想の達成に必要な病床の転換について）

構想区域

病床の転換を実施する医療
機関名（法人名）

所在地

医療機関の概要

地域の状況
（地域の医療提供体制、病床
の転換を実施する医療機関
の圏域における役割など）

- 13 -



 



地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
⾦
の
事
業
区
分
Ⅰ
－
１
と
事
業
区
分
Ⅰ
－
２
の
活
⽤
の
整
理

○
地

域
医

療
構

想
を

推
進

す
る

た
め

、
地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
基

⾦
（

区
分

Ⅰ
－

１
︓

地
域

医
療

構
想

の
達

成
に

向
け

た
医

療
機

関
の

施
設

⼜
は

設
備

の
整

備
に

関
す

る
事

業
）

に
よ

り
財

政
⽀

援
（

国
︓

2/
3、

都
道

府
県

1/
3）

を
⾏

っ
て

き
て

い
る

。
〇

令
和

２
年

度
に

予
算

事
業

と
し

て
措

置
さ

れ
た

「
病

床
機

能
再

編
⽀

援
事

業
」

を
、

令
和

３
年

度
よ

り
消

費
税

財
源

と
す

る
た

め
の

法
改

正
を

⾏
い

、
新

た
に

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

基
⾦

の
中

に
全

額
国

費
（

国
︓

10
/1

0）
の

事
業

（
区

分
Ⅰ

－
２

︓
地

域
医

療
構

想
の

達
成

に
向

け
た

病
床

の
機

能
⼜

は
病

床
数

の
変

更
に

関
す

る
事

業
）

と
し

て
位

置
付

け
た

。
〇

両
事

業
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

病
床

機
能

の
再

編
や

医
療

機
関

が
統

合
を

進
め

る
際

の
⽀

援
を

強
化

す
る

と
と

も
に

、
財

政
⽀

援
の

死
角

を
無

く
し

、
地

域
医

療
構

想
の

推
進

を
加

速
化

す
る

。

複
数
医
療
機
関
の
統
合
の
活
用
事
例

単
独
医
療
機
関
の
病
床
機
能
再
編
の
活
用
事
例

Ｃ
Ｄ
Ｅ
①

が
活

用
可

能

Ｃ
Ｄ
Ｅ
①
②

が
活

用
可

能
Ａ
Ｂ
②

が
活

用
可

能

病
床
の
機
能
転
換

Cの
活

用
が

可
能

6

支
援
策

①
「
単
独
医
療
機
関
」
の
取
組
に
対
す
る
財
政
支
援

病
床

数
の

減
少

を
伴

う
病

床
機

能
再

編
を

し
た

医
療

機
関

に
対

し
、

減
少

す
る

病
床

数
に

応
じ

た
⽀

援

②
「
複
数
医
療
機
関
」
の
取
組
に
対
す
る
財
政
支
援

（
ア

）
 統

合
に

伴
い

病
床

数
を

減
少

す
る

場
合

の
コ

ス
ト

に
充

当
す

る
た

め
の

⽀
援

 
※

関
係

医
療

機
関

全
体

へ
⽀

給
し

、
配

分
は

関
係

医
療

機
関

間
で

調
整

 
※

重
点

⽀
援

区
域

と
し

て
指

定
さ

れ
た

関
係

医
療

機
関

に
つ

い
て

は
⼀

層
⼿

厚
く

⽀
援

（
イ

）
 統

合
に

伴
っ

て
引

き
継

が
れ

る
残

債
を

、
よ

り
⻑

期
の

債
務

に
借

り
換

え
る

際
の

利
払

い
費

の
⽀

援

※
①
②

と
も

に
稼

働
病

床
の

10
%

以
上

減
少

す
る

こ
と

が
条

件

地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
病
床
の
機
能
⼜
は
病
床
数
の
変
更
に
関
す
る
事
業

（
令
和
７
年
度
予
算
額

全
額
国
費
22

億
円
（
事
業
区
分
Ⅰ
－
２
）
）

Ａ
再
編
統
合
に
伴
い
必
要
と
な
る
施
設
・
設
備
整
備
費

Ｂ
再
編
統
合
と
⼀
体
的
に
⾏
う
宿
舎
・
院
内
保
育
所
の
施
設
整
備
費

Ｃ
急
性
期
病
床
か
ら
回
復
期
病
床
等
へ
の
転
換
に
要
す
る
建
設
費
⽤

Ｄ
不
要
と
な
る
建
物
（
病
棟
・
病
室
等
）
・
医
療
機
器
の
処
分
（
廃
棄
、
解
体
⼜
は
売
却
）
に

係
る
損
失

Ｅ
早
期
退
職
制
度
の
活
⽤
に
よ
り
上
積
み
さ
れ
た
退
職
⾦
の
割
増
相
当
額

地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
医
療
機
関
の
施
設
⼜
は
設
備
の
整
備
に
関
す
る
事
業

（
令
和
７
年
度
予
算
額

公
費
20

0億
円
（
事
業
区
分
Ⅰ
－
１
）

）

施
設
・
設
備
の
整
備
に
係
る
費
⽤
が
基
本

Ａ
病

院
︓

20
0床

Ｂ
病

院
︓

10
0床

廃
止

（
廃

業
）

統
合

後
の

Ａ
総

合
病

院
25

0床
（

稼
働

病
床

の
１

０
％

以
上

減
少

）

統
合

病
床

20
0床

再
編

病
床

15
0床

事
業
区
分
Ⅰ
－
１
で
は
対
処
が
で
き
な
い
課
題
に
つ
い
て
対
処

資
料
５
－
３

- 14 -



 



（紹介受診重点医療機関の意向あり）
基準（40％以上） 基準（25％以上）

参考値
（50％以上）

参考値
（40％以上）

№ 医療機関施設名
紹介受診重点外
来への意向

紹介受診重点医
療機関の基準
（満たす場合
○）

初診に占める重
点外来の割合
（％）

再診に占める重
点外来の割合
（％）

紹介率 （％） 逆紹介率（％）

紹介受診重点
医療機関の設
定（令和７年
４月公表）

地域医療
支援病院

特定機能
病院

1 国立大学法人山形大学医学部附属病院 ○ ○ 68.7 28.8 80.5 102.8 ○ ○

2 山形市立病院済生館 ○ ○ 67.1 37.2 77.5 84.8 ○ ○

3 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 ○ ○ 65.7 27.7 76.8 95.0 ○ ○

4 山形県立中央病院 ○ ○ 62.2 36.0 79.3 101.8 ○ ○

（紹介受診重点医療機関の意向なし） 基準（40％以上） 基準（25％以上） 参考値 参考値

№ 医療機関施設名
紹介受診重点外
来への意向

紹介受診重点医
療機関の基準
（満たす場合
○）

初診に占める重
点外来の割合
（％）

再診に占める重
点外来の割合
（％）

紹介率 （％） 逆紹介率（％）

紹介受診重点
医療機関の設
定（令和７年
４月公表）

地域医療
支援病院

特定機能
病院

1 山形徳洲会病院 34.5 33.0 31.0 17.6

2 医療法人篠田好生会篠田総合病院 31.1 23.1 49.7 73.5

3 公立学校共済組合東北中央病院 59.0 23.2 55.2 89.1

4 井出眼科病院 24.0 14.3 0.0 0.0

5 医療法人社団小白川至誠堂病院 19.5 9.3 0.0 0.0

6 医療法人横山厚生会横山病院 12.0 19.5 28.2 17.8

7 社会医療法人松柏会至誠堂総合病院 23.1 10.2 53.1 97.3

8 矢吹病院 ○ 65.1 87.4 85.3 122.6

9 独立行政法人国立病院機構山形病院 88.9 7.4 32.0 29.6

10 寒河江市立病院 37.2 8.7 57.8 46.1

11 みゆき会病院 31.1 15.3 38.8 17.5

12 山形県立こども医療療育センター 4.2 1.4 0.0 0.0

13 吉岡病院 18.3 8.0 0.0 0.0

14 天童市民病院 15.8 8.9 7.3 8.6

15 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 20.7 11.8 12.1 0.0

16 医療法人財団　明理会　山形ロイヤル病院 14.2 2.5 23.7 8.6

17 北村山公立病院 36.1 35.2 19.8 25.7

18 医療法人敬愛会 尾花沢病院 25.9 2.0 53.7 13.6

19 山形県立河北病院 46.5 21.9 23.6 65.3

20 西川町立病院 6.3 21.3 16.2 0.0

21 朝日町立病院 8.9 7.2 31.9 27.1

22 佐藤眼科医院 14.0 12.0 0.0 0.0

23 長岡医院 2.0 2.9 0.0 0.0

24 山田菊地医院 7.3 1.8 0.0 0.0

25 土屋眼科医院 4.1 9.4 0.0 0.0

26 医療法人社団羽根田産婦人科クリニック 23.5 4.1 0.0 0.0

27 国井クリニック 29.5 13.8 0.0 0.0

28 高野せきね外科・眼科クリニック 9.0 11.1 0.0 0.0

29 佐藤眼科クリニック 4.7 13.3 0.0 0.0

30 さとうウィメンズクリニック 35.9 15.4 0.0 0.0

31 大竹内科呼吸器科医院 29.9 3.6 0.0 0.0

32 菅クリニック 28.8 5.2 0.0 0.0

33 後藤眼科医院 4.3 17.8 0.0 0.0

34 医療法人社団伍光会北村山在宅診療所 4.8 0.7 0.0 0.0

35 尾花沢市中央診療所 4.1 6.8 0.0 0.0

36 すみや眼科クリニック 5.4 13.1 0.0 0.0

37 白田医院 2.9 3.6 0.0 0.0

38 吾妻クリニック 1.9 1.6 0.0 0.0

39 山形眼科歯科 3.5 13.2 0.0 0.0

令和７年度外来機能報告における各医療機関の紹介受診重点医療機関の意向状況について

〇令和７年度外来機能報告における各医療機関の報告内容は次のとおり。黄色セルは紹介受診重点医療機関の基準を満たしている項目。

〇なお、紹介受診重点医療機関の公表にあたっては、すでに紹介受診重点医療機関として公表されている医療機関も含め、

毎年度協議の場において確認が必要。

○現在公表されている紹介受診重点医療機関について、全医療機関で紹介受診重点医療機関の基準を満たす。

（参考）

・紹介受診重点医療機関の基準

医療資源を重点的に活用する外来の件数の占める割合：初診40％以上 かつ 再診25％以上

・紹介受診重点医療機関の意向はあるが上記基準を満たさない場合、地域での協議で参考とする紹介率・逆紹介率の水準を参考に協議

紹介率 50％以上 かつ 逆紹介率 40％以上

資料６
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山形県地域保健医療協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 住民の健康を確保し、地域の特性や実情に即した保健医療の推進を図ることを目的と

して策定された地域保健医療計画の円滑な進行を図るほか、地域医療構想調整会議として

地域医療構想の達成の推進を図ることを目的に医療法第 30 条の 14 で規定する協議を行う

ため、山形県保健医療計画で定める二次保健医療圏ごとに、別表に掲げる地域保健医療協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

    

（協議事項） 

第２ 協議会は、次の事項について協議検討する。 

(1) 地域保健医療計画及び地域医療構想の進捗状況の把握、評価に関すること。 

(2) 地域保健医療計画及び地域医療構想の見直しに関すること。 

(3) 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関すること。 

(4) 病床機能報告制度による情報の共有に関すること。 

(5) 地域医療構想の達成を推進するための方策に関すること。 

(6) 地域の病院・有床診療所の開設・増床等に関すること。 

(7) 外来医療計画に関すること。 

(8) その他目的達成のため必要な事項に関すること。 

 

（委員） 

第３ 協議会は、それぞれ委員 50 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。 

(1) 保健医療関係者 

(2) 福祉関係者 

(3) 学識経験者 

(4) 行政関係者 

(5) 医療保険者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は２年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５ 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（専門部会等） 

第６ 協議会に、必要に応じ、専門的事項を調査検討させるために、専門部会やワーキング

を置くことができる。 

 

 

参考資料1
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（庶務） 

第７ 協議会の庶務は、別表に掲げる総合支庁保健福祉環境部において処理する。 

 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成５年５月12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２８年９月２９日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

  別 表 

 

二次保健  

医  療  圏  
地域保健医療協議会  

庶務担当総合支庁  

保健福祉環境部  

村山圏域  村山地域保健医療協議会  村山総合支庁  

最上圏域  最上地域保健医療協議会  最上総合支庁  

置賜圏域  置賜地域保健医療協議会  置賜総合支庁  

庄内圏域  庄内地域保健医療協議会  庄内総合支庁  
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参考資料２

役　　　　　　　　職 氏　　名

1 山形市医師会長　 金 谷 透

2 上山市医師会長　 渋 谷 真 一 郎

3 天童市東村山郡医師会長　 鞍 掛 彰 秀

4 寒河江市西村山郡医師会長　 鈴 木 明 朗

5 北村山地区医師会長 髙 橋 則 好

6 山形県歯科医師会（山形市歯科医師会長）　 小 関 陽 一

7 山形県薬剤師会長 岡 嵜 千 賀 子

8 日本精神科病院協会山形県支部（二本松会かみのやま病院長） 村 岡 義 明

9 山形大学医学部附属病院長 土 谷 順 彦

10 山形県立中央病院長 鈴 木 克 典

11 山形市立病院済生館 病院事業管理者 貞 弘 光 章

12 天童市民病院長 高 畠 典 明

13 山形済生病院長 石 井 政 次

14 東北中央病院長 田 中 靖 久

15 篠田総合病院長 篠 田 淳 男

16 至誠堂総合病院長 小 林 真 司

17 みゆき会病院長 安 藤 常 浩

18 山形県立河北病院長 佐 藤 敏 彦

19 寒河江市立病院長 後 藤 康 夫

20 朝日町立病院長 髙 橋 潤

21 西川町立病院長 武 田 隆

22 北村山公立病院長 國 本 健 太

23 山形市長 佐 藤 孝 弘

24 天童市長 新 関 茂

25 寒河江市長 齋 藤 真 朗

26 西川町長 菅 野 大 志

27 朝日町長 鈴 木 浩 幸

28 東根市長 土 田 正 剛

29 山形県看護協会山形支部理事 太 田 恵 美 子

30 山形県栄養士会医療事業部員 会 田 弓 子

31 山形県民生委員児童委員協議会理事 大 野 政 敏

32 山形県地域包括支援センター等協議会常務理事・事務局長 齋 野 和 夫

33 山形県老人福祉施設協議会副会長 齋 藤 好 功

34 山形県保険者協議会委員（山辺町町民生活課長） 遠 山 進

35 山形市保健所長 山 下 英 俊

36 村山保健所長 藤 井 俊 司

※任期：令和７年２月１日から令和９年１月３１日まで（２年間）

村山地域保健医療協議会　委員名簿
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審議会等の公開に関する指針 

平成18年３月31日制定 

平成18年４月１日施行 

１ 趣旨 

県の設置する審議会等が県の政策形成に果たす役割に鑑み、審議会等の設置及びその会議開

催の目的の達成に支障がないよう配慮しつつ、審議会等に関する情報を公開することの意義に

照らし、審議会等の公開に関する指針を定めるものとする。 

 

２ 定義 

この指針において、審議会等とは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項に

規定する附属機関及び要綱、要領又は個別の決裁等により学識経験者や関係者の意見を県政に

反映させることを目的として設置されている協議会、懇話会等（県民、学識経験者等が構成員

の全部又は一部となっているものに限る。）をいう。 

 

３ 審議会等の会議の公開 

審議会等の会議の公開については、次の各号に示すところに沿って、審議会等が決定するも

のとする。 

(1) 審議会等の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。 

イ 情報公開条例第６条第１項各号に規定する不開示情報のいずれかに該当する情報に関

し審議会等を行う場合 

ロ 会議を公開することにより、率直な意見の交換が不当に阻害され、意思決定の中立性

が不当に損なわれ、県民その他のものに不当に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当

に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合 

(2) 審議会等の会議の公開の方法は、原則として次に掲げるところによるものとする。 

イ 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。 

ロ 審議会等は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を

設けるものとする。 

ハ 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に運営されるよう、

会議の傍聴に係る順守事項等を定め、当該会議の会場の秩序維持に努めるものとする。 

(3) 会議の全部又は一部を非公開とする場合は、ホームページへの掲載等により、非公開の

理由を具体的に明らかにするものとする。 

 

４ 審議会等の情報の公開 

審議会等の情報の公開については、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該各号

に示すところによる。 

(1) 審議会等の開催予定 

審議会等の日時、場所及び議題等の開催予定を、県ホームページ上で事前に公開するもの

とする。 

(2) 審議会等の記録等 

イ 公開で行われた審議会等の記録等 

公開で行われる審議会等については、審議会等の記録を作成し、県ホームページ上で

公開するものとする。この場合、審議会等の記録の形態は、会議録のほか、会議録要旨

によることもできるものとするが、会議録要旨による場合であっても、当該審議会等に

おける具体的な発言内容等がわかるよう、できる限り詳細な記録に努めるものとする。 

また、その議案及び会議資料については、必要に応じて県ホームページ、情報公開窓

口（行政情報センター及び総合支庁窓口をいう。以下同じ。）又は当該審議会等を所管

する各所属において適宜公開するものとする。 

ロ 非公開で行われた審議会等の記録等 

非公開で行われた審議会等については、議事の性質・内容に応じ、会議録、会議録要

旨又は会議の概要をまとめた会議概要等を作成し、できる限り県ホームページ上で公開
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するよう努めるものとする。 

また、その議案及び会議資料については、議事の性質・内容に応じ、できる限り公開

で行われた審議会等に準じた公開に努めるものとする。 

ハ 審議会等の記録等の公開に当たっての留意事項 

会議の記録等の公開に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57

号。以下「個人情報保護法」という。）の諸規定を順守するとともに、山形県情報公開

条例（平成９年12月県条例第58号。以下「情報公開条例」という。）第６条第１項各号

に規定する不開示情報に該当する情報の取扱いに充分留意するものとする。 

 

５ 留意事項 

(1) 審議会等は、報道機関の取材活動について配慮するものとする。 

(2) 情報公開条例及び個人情報保護法の規定に基づく、審議会等に関する公文書及び保有個

人情報の開示請求に対しては、この指針による審議会等の公開の状況にかかわらず、それ

ぞれの法令及び条例の規定に基づき、請求の対象となる公文書及び保有個人情報の特定並

びに開示・不開示の決定がなされるものであることに留意すること。 

 

附 則 

この指針は、平成18年４月１日から施行し、同年５月１日以降に開催される審議会等につい

て適用する。 

 

附 則 

この指針は、平成18年４月24日から施行し、同年５月１日以降に開催される審議会等につい

て適用する。 

 

附 則 

この指針は、平成 31 年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この指針は、令和５年４月１日から施行する。 
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